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この国有林の地域別の森林計画（計画期間：平成２３年４月１

日～平成３３年３月３１日１０ヵ年計画）は、森林法第７条の２

の規定に基づき、中部森林管理局長が全国森林計画に即してたて

た、森林計画区別の国有林についての森林の整備及び保全の基本

的事項に関する計画である。

（利用上の注意）

① 総数と内訳の計が一致しないのは、単位未満の四捨五入によ

るものである。

② ０は、単位未満のものである。
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Ⅰ 計画の大綱

１ 自然的、社会経済的背景と森林計画区の位置付け

（１）位置及び面積

全国森林計画の信濃川広域流域に属する本計画区は、長野県の北西部に位置し、松

本市等4市1町8村からなり、通称「中信地方」と呼ばれる区域である。その区域面積は

298千haで、長野県全体1,356千haの22％を占めており、そのうち、国有林の対象とす

る森林の区域面積は、102千haで4市5村に所在している。

計画区の北部は雨飾山（1,963ｍ）、天狗原山（2,197ｍ）等の稜線を挟んで新潟県と

接し、東部は千曲川下流森林計画区及び千曲川上流森林計画区に接している。

また、南部は木曽谷森林計画区及び伊那谷森林計画区に接し、西部は白馬岳（2,932

ｍ）、鹿島槍ヶ岳（2,889ｍ）、三俣蓮華岳（2,841ｍ）、槍ヶ岳（3,180ｍ）、奥穂高岳

（3,190ｍ）、乗鞍岳（3,026ｍ）等の稜線を挟んで富山県の神通川森林計画区及び岐阜

県の宮・庄川森林計画区に接している。

（２）自然的背景

ア 気候

本計画区の気候は、典型的な日本海型気候を示す北部と内陸性気候を示す南部に

二分され、北の雨飾山等の周辺地域は冬期の降雪量が多く豪雪地帯となっている。

平成２１年の気象観測データによると、最高気温は34.7℃（穂高）に対し、最低

気温は-16.8℃（奈川）、年平均気温は8.4℃（奈川）～12.2℃（松本）、年間降水量

は1,089㎜（松本）～2,054㎜（奈川）、最深積雪量は9㎝（松本）～50㎝（白馬）と

なっている。

イ 地形

本計画区の地形は、西部は北から南にかけ北アルプスの高山が連なり、これらの

山系は起伏の大きい傾斜地が大部分を占めている。また、北部から東部にかけては、

雨飾山、天狗原山、堂津岳、美ヶ原等があるが、地形は一般に起伏量の少ない傾斜

地が多くなっている。

ウ 地質

本計画区の地質は、計画区の中央部を南北に縦断する「糸魚川～静岡構造線」に

よって、西部の西南日本内帯と東部のフォッサマグナ地帯とに二分される。西南日

本内帯には花崗岩類及び古生層の砂岩、粘板岩、チャート等が広く分布している。

フォッサマグナ地帯は新生代第三紀層の砂岩と火成岩の閃緑岩類が分布しており、

第三紀層では地すべり性の崩壊の発生が多くなっている。

エ 土壌

本計画区の土壌は、褐色森林土群及びポドゾル群が広く分布する。褐色森林土に
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ついては比較的標高の低い山腹から沢沿いに分布し、適潤性褐色森林土（BD）及び

弱湿性褐色森林土（BE）が多く見られるが、一部に乾性褐色森林土（BA、BB）等の

乾性土壌が出現する。

ポドゾル化土壌は、高瀬川上流以南には湿性腐植型ポドゾル（PW(h)）が、以北に

は乾性ポドゾル（PD）が多く見られる。

（３）社会経済的背景

ア 交通

本計画区の交通網については、鉄道では中央本線及び大糸線、篠ノ井線のJR各線

が、道路では長野自動車道、国道19号線、143号線、147号線、148号線、153号線、1

58号線等が主要な交通路線となっており、これらに沿って多くの主要地方道が縦横

に整備されている。

イ 土地の利用状況

本計画区の土地利用の状況は、総面積が県土面積の22％を占める298千haで、その

うち森林が236千ha（79％）、農地が29千ha（10％）、その他が33千ha（11％）となっ

ている。

ウ 人口

本計画区の人口は493千人であり、長野県の総人口2,152千人の23％を占めている。

また、人口動態は地域全体を見ると横這い状況にあり、平成17年に比べ微減となっ

ている。人口密度は165人／㎞2で長野県全体の人口密度の104％となっている。

エ 産業の概要

本計画区における農業産出額は570億円（平成18年）となっており、長野県全体の

21％を占めている。その内訳は、米156億円（27％）、野菜154億円（27％）、果実81

億円（14％）、畜産82億円（14％）等となっている。農家数は16,405戸（平成17年）

中部山岳森林計画区における人口等

単位：人

区分 長野県全体(A) 中部山岳森林計画区(B) 比率

(B/A×100)

人口総数 2,151,711 492,617 23％

人口密度 159人／㎞2 165人／㎞2 104％

注 人口総数は、長野県情報統計課「長野県の人口と世帯数（平成22年7月1日

現在）」による。
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となっており、長野県全体の13％を占めている。

製造品出荷額等は21,861億円（平成20年）となっており、長野県全体の33％を占

めている。事業所数は1,135所（平成20年）となっており、長野県全体の17％を占め

ている。

年間商品販売額は17,364億円（平成19年）となっており、長野県全体の30％を占

めている。事業所数は6,168所（平成19年）となっており、長野県全体の23％を占め

ている。

また、産業別の就業者数は、第一次産業が26千人（10％）、第二次産業が74千人（2

8％）、第三次産業が160千人（61％）となっている。なお、第一次産業のうち林業就

業者は225人（1％）となっている。

（４）森林計画区の位置付け

本計画区は、長野県の北西部に位置し、総面積は、298千haと長野県全体の22％を占

め、県下の森林計画区では平均的な面積となっている。

本計画区の森林面積は、総面積の79％に当たる236千haで、県下森林面積の22％を占

め、苗木生産、キノコ、ワサビ等の生産が盛んな地域である。

本計画区の国有林の森林面積は102千haで、計画区全体の森林面積236千haの43％を

占め、その多くが「日本の屋根」といわれる北アルプスをはじめとした日本を代表す

る山岳地帯に所在していること、本計画区の中央部を日本列島を東西に分ける「糸魚

川－静岡構造線」が南北に走り、地質的に脆弱なうえ急傾斜地が多いことから、国土

保全及び水源かん養といった公益的機能の発揮の上で重要な役割を担っている。

また、その大部分が北アルプスを中心とした中部山岳国立公園、北東側は上信越高

原国立公園、東側は八ヶ岳中信高原国定公園に指定され、金木戸川、高瀬川源流部は、

森林生態系保護地域、上高地一帯は国の特別名勝及び特別天然記念物の指定地となっ

ており、上高地、美ヶ原高原をはじめ、山岳、高原、渓谷、湖沼といった豊かな自然

中部山岳森林計画区における就業者数

単位：人

区分 長野県全体(A) 中部山岳森林計画区(B) 比率

(B/A×100)

就業者数 1,150,880 100% 260,916 100% 23%

産

業

別

第一次産業 131,645 11% 25,685 10% 20%

第二次産業 354,812 31% 73,960 28% 21%

第三次産業 655,477 57% 160,196 61% 24%

注１ 平成１7年度「国勢調査報告」による。

２ 就業者数には、分類不能の産業を含む。
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環境に恵まれていることから、登山や森林浴、スキーなど森林を利用したレクリエー

ション、保健休養の場として多くの人々に利用されている。

森林の現況は、コメツガ等の亜高山性の針葉樹を主とした天然林が多く、人・天別

面積では、人工林が15千ha(18％)、天然林が68千ha（82％）で、天然林の比率が高い

地域である。

人工林の樹種別面積割合では、カラマツが71％、スギが5％、ヒノキが18％、その他

が6％でカラマツが特に多くなっている。人工林の齢級配置は、8齢級から12齢級が多

く、その面積は10千haと全体の69％を占めている。蓄積は人工林2,866千ｍ3、天然林9,

111千ｍ3となっている。

２ 計画樹立に当たっての基本的な考え方

新たな「森林･林業基本計画」では、水を育み国土を守る森林を緑の社会資本と位置づ

け、森林の有する多面的機能の発揮と林業の持続的かつ健全な発展を基本理念としてい

る。

森林は二酸化炭素の吸収源・貯蔵源として重要な役割を果たしており、地球温暖化防

止対策を推進するため京都議定書目標達成計画（平成17年4月28日策定 平成20年3月28

日全部改定）において定められた我が国の森林吸収量の目標である 1,300万炭素トンの

確保に向け、間伐等の森林整備の着実な実施や保安林等の適切な管理・保全等の推進が

一層求められている。

また、すべての森林には多種多様な動植物や土壌生物が生息・生育しており、森林生

態系の生産力の範囲内で適切な方法によって伐採を行い、その跡地を確実に更新するこ

とによって、多様な林齢の森林を造成すること等が生物多様性の保全につながることに

十分留意する必要がある。

更に、「森林・林業再生プラン」（平成21年12月策定）においては、森林の有する多面

的機能の持続的発揮、林業・木材産業の地域資源創造型産業への再生及び木材利用・エ

ネルギー利用拡大による森林・林業の低炭素社会への貢献の３つを基本理念とし、10年

後の木材自給率を50％以上とすることを目標としている。このため、木材などの森林資

源を最大限活用し、雇用・環境にも貢献するよう、我が国の社会構造をコンクリート社

会から木の社会へ転換するため、民有林と国有林が連携して、路網整備と高性能林業機

械を組み合わせた低コスト・高効率作業システムの定着、森林共同施業団地の設定、効

率的な利用間伐の推進、国有林のフィールドを活用した人材の育成などに取り組むこと

により、森林整備の推進や木材の計画的・安定的供給を図っていく必要がある。

こうした森林･林業の目指す方向と社会的要請に応えるため、重視すべき機能に応じた

適切な森林の整備及び保全に努めるとともに、流域管理システムの下、民有林関係者等

と連携して、次の事項を推進することとする。
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（１）樹立方針

ア 森林の整備及び保全の基本的な考え方

森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に

発揮させるため、生物多様性の保全及び地球温暖化の防止に果たす役割並びに局地

的な集中豪雨の増加等の自然環境の変化にも配慮しつつ、重視すべき機能に応じた

適正な森林施業の実施や森林の保全により、健全な森林資源の維持造成を推進する

こととする。

具体的には、森林の諸機能が発揮される場である「流域」を基本的な単位として

水源のかん養、山地災害の防止、生活環境の保全、保健文化又は木材等生産の各機

能の高度発揮を図るため、併存する機能の発揮に配慮しつつ、重視すべき機能に応

じた森林の整備及び保全を行う観点から、森林を地域の特性、森林資源の状況並び

に森林に関する自然的条件及び社会的要請を総合的に勘案の上、それぞれの森林が

特に発揮することを期待されている機能に応じて、

（ア）水源かん養機能又は山地災害防止機能を重視する「水土保全林」

（イ）生活環境保全機能又は保健文化機能を重視する「森林と人との共生林」

（ウ）木材等生産機能を重視する「資源の循環利用林」

に区分することとし、

（エ）育成単層林における保育及び間伐等の積極的な推進

（オ）広葉樹林化、針広混交林化による、人為と天然力を適切に組み合わせた多様性

に富む育成複層林の積極的な整備

（カ）天然生林の的確な保全・管理等に加え保安林制度の適切な運用

（キ）山地災害等の防止対策や森林病害虫被害等の防止対策の推進

等により、重視すべき機能に応じた多様な森林資源の整備及び保全を図ることとす

る。

イ 森林整備及び保全の推進方向

アに定める森林整備及び保全の基本的な考え方を実現していくため、「水土保全

林」、「森林と人との共生林」、「資源の循環利用林」の３区分において、重視すべき

機能に応じた多様な森林の整備及び保全を推進する。

ウ 森林整備及び保全の重点事項

本計画区における国有林は、その多くが「日本の屋根」といわれる北アルプスを

はじめとする日本を代表する山岳地帯に所在し、天然林が多く豊かな自然環境に恵

まれた区域が多い。

一方、本計画区の中央部を日本列島を東西に分ける「糸魚川－静岡構造線」が南

北に走り、地質的に脆弱なうえ急傾斜地が多い地域でもある。

このため、本計画区の森林においては、天然林等の自然環境の保全、野生動植物

の保護のための適正な森林管理、保安林の適切な配備及び治山事業の実施を通じた

森林の適切な保全・管理、人工林における間伐の積極的な実施、育成複層林の整備、

針広混交林化、長伐期施業を積極的に推進することとする。
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なお、森林の整備及び保全を進めるに当たっては、森林整備保全事業計画（平成2

1年4月24日 閣議決定）において特に重点的に取り組む目標として定められた「国

民が安心して暮らせる社会の実現」、「森林と人とが共生する社会の実現」、「循環を

基調とする社会の形成への寄与」、「活力ある地域社会形成への寄与」に留意する必

要がある。

（２）林道及び治山施設の整備

ア 効率的な森林施業、森林の適切な管理経営を実施するための基盤である林道につ

いては、民有林林道との連携はもとより、農山村地域の振興にも資する整備を計画

的に推進することとして、林道の開設量及び拡張量を計画量として定めた。

イ 安全で豊かな国土基盤の形成、水源のかん養及び生活環境の保全を図るため、治

山施設の着実な整備に努めることとして、治山事業量を計画量として定めた。
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Ⅱ 計画事項

１ 対象とする森林の区域

２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項

（１）森林の有する機能別の森林の所在及び面積

森林の有する機能別の森林の所在及び面積については、別表１のとおり計画する。

（森林の有する機能）

ア 水源かん養機能

水資源を保持し渇水を緩和するとともに洪水流量等を調節する機能

イ 山地災害防止機能

自然現象等による土砂崩壊、土砂流出等の山地災害の発生その他表面浸食等山地の

荒廃化を防止し、土地を保全する機能

市町村別面積

単位 面積：ha

区分 面積 備考

総数 101,997.47

市

町

村

別

内

訳

松本市 41,571.53

大町市 29,953.64

塩尻市 7,258.44

安曇野市 9,565.86

朝日村 165.58

筑北村 101.90

松川村 1,012.27

白馬村 5,123.81

小谷村 7,244.44

注１ 計画の対象とする森林の区域は森林計画図において表示する区域内の国有林である。

２ 森林計画図の縦覧場所は中部森林管理局及び中信森林管理署、木曽森林管理署とす

る。
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ウ 生活環境保全機能

生活環境の悪化を防止し、快適な生活環境を保全・形成する機能

エ 保健文化機能

保健、文化及び教育活動に寄与する機能及び自然環境を保全・形成する等の機能

オ 木材等生産機能

木材等森林で生産される資源を培養する機能

（２）森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項

ア 森林の整備及び保全の目標

森林の有する機能ごとの森林の整備及び保全の目標を次のとおり計画する。

（ア）水源かん養機能

下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄えるすき間に富んだ浸

透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する

施設等が整備されている森林

（イ）山地災害防止機能

下層植生が生育するための空間が確保され適度な光が射し込み、下層植生ととも

に樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応

じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林

（ウ）生活環境保全機能

大気の浄化、騒音や風を防ぐなど良好な生活環境を保全するために、樹高が高く

枝葉が多く茂っているなど遮へい能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森林及

び汚染物質の吸着能力が高く、かつ、抵抗性があり、葉量の多い樹種によって構成

されている森林

（エ）保健文化機能

原生的な自然環境を構成し、学術的に貴重な動植物の生息、生育に適している森

林、街並み、史跡、名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成

している森林又は身近な自然や自然とのふれあいの場として 適切に管理され、多

様な樹種等からなり、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要

に応じて保健・文化・教育的活動に適した施設が整備されている森林

（オ）木材等生産機能

林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成
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され、二酸化炭素の固定能力が高い成長量を有する森林であって、林道等の基盤施

設が適切に整備されている森林

なお、森林の有する機能については、地形条件、気象条件及び森林の種類などに

より発揮される効果は異なり、また、洪水や渇水を防ぐ役割については、人為的に

制御できないため、期待される時に必ずしも常に効果が発揮されるものではないこ

とに留意する必要がある。

イ 森林整備及び保全の基本方針

上記アに定める森林の有する機能別の望ましい森林の姿を実現していくための森林

の区分ごとの森林整備及び保全の基本方針は次のとおりである。

（ア）水土保全林

ａ ダムの集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林や地域の用水

源として重要なため池、湧水地、渓流等の周辺に存する森林で、水源かん養機能

の発揮を重視すべき森林

ｂ 土砂の流出、土砂の崩壊の防備、その他災害の防備のための森林で山地災害防

止機能の発揮を重視すべき森林

これらの森林を「水土保全林」に区分し、災害に強い国土基盤を形成し、又は良

質な水の安定供給を確保する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、水源

かん養又は山地災害防止の機能の維持増進を特に図るための森林施業を推進するこ

ととするとともに、必要に応じて、保安林の指定や山地災害を防ぐ施設の整備を推

進することとする。

具体的には、樹根及び表土の保全に留意し、林木の旺盛な成長を促しつつ、下層

植生の発達を確保するため、適切な保育・間伐等を促進するとともに、高齢級林分

への誘導や伐採に伴う裸地面積の縮小及び分散を図ることとし、必要に応じて山地

災害を防ぐ施設を整備することを基本とする。また、立地条件や国民のニーズ等に

応じて天然力を活用した育成複層林及び針広混交林化に積極的に取り組むこととす

る。

また、ダム等の利水施設上流部や集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高

い地域等において、水源のかん養や土砂の流出防備等の機能が十分に発揮されるよ

う保安林の指定やその適切な管理を推進するとともに、渓岸の浸食防止や山脚の固

定等に必要な谷止や土留等の施設の設置を推進することを基本とする。

対象面積 おおむね 61.0千 ha

（イ）森林と人との共生林

ａ 国民の日常生活等に密接な関わりを持つ里山等の森林で、風や霧等の自然的要

因の影響及び騒音や粉塵等人為的要因の影響を緩和し、気温や湿度を調整する
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等地域の快適な生活環境の保全に資する等生活環境保全機能の発揮を重視すべ

き森林

ｂ 地域の生態系や生物多様性の保全に不可欠な森林、優れた自然景観等を形成す

る森林、国民の保健・文化・教育的利用に適した森林等の保健文化機能の発揮を

重視すべき森林

これらの森林を「森林と人との共生林」に区分し、生物多様性の保全や森林との

ふれあいを通じた森林と人との共生を図る観点から、生活環境保全又は保健文化機

能の維持増進を特に図るための森林施業や森林の適切な保全を推進することとす

る。

具体的には、森林の構成を維持し、樹種の多様性を増進することを基本とし、そ

れぞれの森林が求められている機能やあり方に応じ、保護及び適切な利用の組み合

わせに留意して、適切な保育・間伐等や立地条件及び国民のニーズ等に応じて広葉

樹の導入を図る施業などを取り入れつつ、生活環境の保全、保健・風致の保全等の

ため保安林の指定やその適切な管理、野生動植物のための回廊の確保にも配慮した

生態系として重要な森林の適切な保全等を推進することとする。

対象面積 おおむね 40.9千ha

（ウ）資源の循環利用林

国民生活に不可欠であり、再生可能資源として重要性が高まりつつある木材等の

林産物を、持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、木材等生産機能の発揮

を重視する森林を「資源の循環利用林」に区分する。

本区分の森林については、木材需要の動向、地域の森林構成等を考慮のうえ、施

業の集約化や機械化を通じた効率的な整備を推進することとする。分収林にあって

は、契約に基づき、木材を効率的に生産するとともに森林の健全性を確保し、適切

な造林、保育及び間伐の実施を推進することとする。

対象面積 おおむね 0.1千ha

ウ 計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等

計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等については、別表２

のとおり定める。
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３ 伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項

（１）森林の立木竹の伐採に関する基本的事項

ア 立木の標準伐期齢

イ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法

森林施業を実施するに当たっては、２の（２）に定める「森林の整備及び保全の目

標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」によるほか、次に掲げる基準に

よるものとする。

なお、公益的機能別施業森林の立木の伐採の標準的な方法は、６の（２）に定める

「公益的機能別施業森林区域内における施業の方法」によるものとする。

（ア）育成単層林施業

育成単層林施業にあっては、気候、地形、土壌等自然的条件、林業技術体系等か

らみて、人工造林又は天然更新により高い林地生産力が期待される森林及び森林の

有する公益的機能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林について、

以下の事項に留意のうえ実施することとする。

ａ 主伐に当たっては、自然的条件及び公益的機能の確保についての必要性を踏ま

え、1箇所当たりの伐採面積の規模、伐採箇所の分散に配慮することとする。

また、新生林分の保護、林地の保全、雪崩、落石等の防止、寒風害等の各種被

害の防止及び風致の維持等のため必要がある場合には、所要の保護樹帯を設置す

ることとする。

ｂ 主伐の時期については、多様な木材需要に対応できるよう、地域の森林構成等

を踏まえ、伐期の多様化、長期化を図ることとし、生産目標等に応じた林齢で伐

採することとする。樹種別、生産目標別の主伐の標準的な時期は、次表のとおり

である。

単位 林齢：年

森林計画区 樹 種

ス ギ ヒノキ アカマツ カラマツ その他

針葉樹

ブ ナ その他

広葉樹

中部山岳 40 45 40 40 60 70 20
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（イ）育成複層林施業

育成複層林施業にあっては、気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等

からみて、人為と天然力の適切な組み合わせにより複数の樹冠層を構成する森林と

して成立させることにより、森林の公益的機能の維持増進が期待される森林につい

て、以下の事項に留意のうえ実施することとする。

主伐に当たっては、複層状態の森林に確実に誘導する観点から、自然的条件を踏

まえ、森林を構成している樹種、林分構造等を勘案して行うこととする。

ａ 複層伐又は漸伐による場合は、適切な伐採区域の形状、伐採面積の規模、伐採

箇所の分散等に配慮すること。伐採率は、複層伐では相対照度30％以上を確保す

るため、50～60％を目安とし、漸伐では40～50％程度とする。

複層伐の伐採方法は、立地条件、下木の生育条件等を踏まえ、単木伐採、帯状

又は群状伐採等から適宜選択する。

ｂ 択伐による場合は、森林生産力の増進が図られる適正な林分構造に誘導するよ

う適切な伐採率（30％以内）、繰り返し期間（回帰年）によることとする。

ｃ 天然更新を前提とする場合には、母樹の保存状況、種子の結実及び飛散状況、

天然稚幼樹の生育状況等に配慮することとする。

ｄ 伐採方法別、樹種別、生産目標別の主伐の標準的な時期は、次表のとおりであ

る。

森林計画区 樹 種 標準的な施業体系 主伐の標準

的な時期

備 考

生産目標 期待径級

中部山岳 ス ギ 芯持柱材・

一般建築材

26㎝ 60年

ヒ ノ キ 芯持柱材・

一般建築材

28㎝ 75年

カラマツ 一般建築材 26㎝ 60年

森林計画区 伐採方法 樹種等 標準的な施業体系 主伐の標準的

な時期

備考

生産目標 期待径級

中部山岳 複層伐 ス ギ 造作材等 32㎝ 120年(60年)

〃 ヒノキ 柱材・造作材 30㎝ 150年(75年)

〃 カラマツ 造作材等 33㎝ 100年(60年)

注 （ ）は、初回伐採の伐期齢である。
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（ウ）天然生林施業

天然生林施業にあっては、気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等か

らみて、主として天然力を活用することにより的確な更新及び森林の公益的機能の

維持増進が図られる森林について、以下の事項に留意のうえ実施することとする。

ａ 主伐については、(イ)の主伐についての留意事項によることとする。

ｂ 国土保全、自然環境の保全、種の保全等のために禁伐、その他施業を制限する

必要のある森林については、その目的に応じて適切な施業を行うものとする。

（エ）保安林及び保安施設地区内における施業の方法

保安林及び保安施設地区内の森林並びに森林法施行規則（昭和26年農林省令第54

号）第７条の２に規定されている森林については、保全対象又は受益対象を同じく

する森林ごとに制限の目的の達成に必要な施業を行うとともに、森林生産力の維持

増進が図られる施業方法によることとする。

ウ その他必要な事項

（ア）主伐を見合わせるべき立木の樹種ごとの年齢

主伐を見合わせるべき立木の樹種ごとの年齢は、主要樹種ごとに連年成長量が最

大となる林齢を基準として、森林生産力が著しく阻害されない林齢を勘案し、次の

とおりとする。

（イ）老齢林である等の理由により伐採を促進すべき林分

老齢林である等の理由により伐採を促進すべき林分は、制限林であって伐採につ

いて禁止され又は伐採の年齢について制限を受けている森林以外の森林で、老齢林

等のため風害、病虫害等の被害を受けているもの又は受けやすいものであって、地

理的条件からみて伐採が容易であると認められる林分について指定する。

本計画区は該当なし。

単位 林齢：年

森林計画区 樹 種

ス ギ ヒノキ アカマツ カラマツ その他

針葉樹

ブ ナ その他

広葉樹

中部山岳 25 30 25 20 35 50 10

注 ただし、次の森林は除く。

① 森林保健機能増進計画に記載されている森林保健施設の位置に存する森林

② 保安林、保安施設地区内の森林、森林法施行規則第７条の２各号に掲げる森林及び原生自然環境保全

地域内の森林であって伐採について禁止され、又は伐採の年齢につき制限をうけているもの

③ 病害虫の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分として(イ)で定める森林

④ 試験研究の目的に供している森林その他これに準ずる森林
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（２）伐採立木材積

伐採立木材積については、別表３のとおり計画する。

４ 造林面積その他造林に関する事項

（１）造林に関する基本的事項

ア 造林樹種

造林をすべき樹種は、適地適木を旨として、林地の気候、地形、土壌等の自然的条

件、地域における経済的条件等を勘案し、選定することとする。

（ア）人工造林をすべき樹種

人工造林における造林すべき樹種は、スギ、ヒノキ、カラマツ等とする。

（イ）天然更新補助作業の対象樹種

天然更新補助作業の対象樹種は、アカマツ、シラベ、ブナ等の有用天然生樹種等

とする。

イ 造林の標準的な方法

造林の標準的な方法は、森林の確実な更新を図ることを旨とし、人工造林及び天然

更新別に次により定めることとする。

（ア）人工造林の植栽本数

ヘクタール当たりの植栽本数は、次表の本数を基準とし、天然生稚幼樹の発生状

況等に応じて調整する。なお、保安林にあっては、保安林の植栽本数の基準により

行う。

単位 本／ha

ス ギ ヒ ノ キ カラマツ

3,000 3,000 2,300

2,500～3,500 2,500～3,500 2,000～2,500

注 育成複層林施業における下層木の植栽本数は、上記の基準に伐採率を乗じて

得られる本数におおむね相当する本数を基準とし、天然生稚幼樹の発生状況に応

じて調整する。
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（イ）その他人工造林の標準的な方法

ａ 地拵方法

植生、地形、気象、末木枝条の残存状況、植栽本数等に応じ、地力の維持及び

林地保全等に留意して全刈地拵又は筋刈地拵を実施することとする。なお、有用

天然生稚幼樹は積極的に育成することとし、地拵時に保残するよう努めることと

する。

ｂ 植付方法

適正に管理された苗木を用い、気象条件及び苗木の生理に配慮して適期に実行

し、確実な活着を期するとともに初期生長の増進に努めることとする。

（ウ）天然更新補助作業の標準的な方法

天然更新補助作業の標準的な方法は、立地条件、前生樹、下層植生等を勘案して、

確実な更新を図るため、必要に応じて地表処理、刈出し、補助植込み等を行うこと

とする。

また、一定期間を経過しても更新が完了していないと判断される場合は、植栽等

により確実に更新を図ることとする。

ａ 地表処理

笹生地においては、種子の着生と稚樹の発生を図るため、現地の実態に応じて

主伐の１～２年前に薬剤の散布を行うこととする。

主伐後に下層植生や腐植の堆積等により、落下した種子の着床、稚樹の発生及

び生育が阻害されると予想される箇所については、かき起こし、枝条整理等を行

い、現地の実態に応じて薬剤の散布を行うこととする。

ｂ 刈出し

発生した稚樹の生育が、下層植生の繁茂によって阻害されている箇所について

は、稚樹の周囲の刈払い及び現地の実態に応じて薬剤の散布を行い、稚樹の生育

の促進を図ることとする。

ｃ 植込み

天然下種更新の状況に応じて「天然更新補助作業の対象樹種」に基づく樹種に

ついて必要な本数の植込みを行うこととする。

ウ その他必要な事項

（ア）伐採跡地の更新すべき期間

森林資源の積極的な造成を図り、林地の荒廃を防止するため、人工造林を行う伐

採跡地は原則として伐採が終了した年度の翌年度の初日から起算して２年以内に更

新させることとする。
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（イ）その他

育成複層林施業導入面積

（２）人工造林及び天然更新別の造林面積

人工造林及び天然更新別の造林面積については、別表４のとおり計画する。

５ 間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項

（１）間伐及び保育に関する基本的事項

ア 間伐の標準的な方法

（ア）間伐開始の時期は、林冠がうっ閉して林木相互間の競合が生じ始めた時期を目安

に行うが、照度不足により下層植生に衰退が見られ表土の保全に支障が生ずる場合

は時期を早める。

具体的には密度管理図の収量比数を基準とし、スギ・ヒノキについては0.70、カ

ラマツについては0.65、アカマツについては0.80を中心とした密度管理に基づいて

行うこととする。また、複層林移行後の上層木については、下層木の生育を確保す

るため収量比数（Ry）0.30を中心とした密度管理に基づいて行うこととする。

（イ）間伐の繰り返し期間は、おおむね10～15年（間伐率や樹種等に応じて適切に設定）

を目安として間伐を繰り返し、適正な林分構造の維持に努めることとする。

（ウ）間伐率は、林分密度に応じて適切に定めることとし、おおむね材積比率で20～35

％（法令等による制限がある場合は当該制限の範囲内）とする。

（エ）育成複層林施業においては、上層木の間伐時（中間伐採）に下層木の間伐も実行

する。

（オ）間伐木の選定については、立木の配置を基に残存木の質的向上に配慮しつつ、間

伐木の利用面も考慮しながら行うこととする。なお、個体間の生長、形質の差が小

さい初回間伐は、列状間伐を積極的に実施する。

単位 面積：ha

区 分 面 積

総 数 751
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イ 保育の標準的な方法

（ア）育成単層林施業

下刈、つる切、除伐の標準的な方法は、次表を標準とし、現地の実態に応じて適

期適作業の実行により、林木の健全な生育を促進することとする。

（イ）育成複層林施業

育成単層林施業の標準的な方法に準じて、現地の実態を勘案し、必要に応じて実

施する。

（２）間伐立木材積

間伐立木材積については、別表３のとおり計画する。

６ 公益的機能別施業森林の整備に関する事項

森林の公益的機能の維持増進を特に図るため、地形、地質、土壌等の自然的条件及び林

道の整備状況等を勘案し、水源かん養機能、山地災害防止機能、生活環境保全機能、保健

文化機能といった公益的機能が高い森林を公益的機能別施業森林とし、複層林施業又は長

伐期施業等を積極的に推進する。

（１）公益的機能別施業森林の区域

ア 「水土保全林」の区域

水土保全林の区域については、別表５（5-1）のとおり定める。

育成単層林保育実行標準表

保育の種類 樹 種 実 施 時 期 実施林齢・回数 備 考

下 刈 ス ギ 6月上旬～8月中旬 6年生まで年1回

実施

・植生、気象条件等、現地の実態に応じて、全

刈又は筋刈を行い、笹生地については薬剤散布

を併用する。

・雑草の繁茂が著しい箇所は、年2回とする。

・下刈終了時点の目安は、大部分の造林木が周

辺植生高を脱し、造林木の生育に支障がないと

認められる時点とする。

・造林木の生育に支障とならない有用天然木は

積極的に保残し、造林木と併せて育成する。

ヒ ノ キ 6月上旬～8月中旬 7年生まで年1回

実施

アカマツ 6月上旬～8月中旬 4年生まで年1回

実施

カラマツ 6月上旬～8月中旬 4年生まで年1回

実施

つる切 全樹種 5月上旬～10月下旬 下刈終了後1～2

回実施

・除伐作業と平行して実施する。

除 伐 全樹種 6月中旬～9月下旬を

中心として1年中

下刈終了後3～11

年の間に1～2回

実施

・将来活用が期待される有用天然木は、積極的

に保残し、造林木と併せて育成する。
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イ 「森林と人との共生林」の区域

森林と人との共生林の区域については、別表５（5-2）のとおり定める。

ウ ア又はイのうち伐採方法その他の施業の方法を特定する必要のある森林の区域

伐採方法その他の施業の方法を特定する必要のある森林の区域については、別表５

（5-3）のとおり定める。

（２）公益的機能別施業森林区域内における施業の方法

ア 水土保全林の区域における施業の方法

水源かん養機能又は山地災害防止機能の維持増進を特に図るため、伐採面積の縮小

・分散及び伐期の長期化を図る。

具体的には、立地条件に応じて育成複層林施業を計画的に推進するほか、育成単層

林施業にあっては、更新時に林床が裸地化する面積及び期間を縮小するため、森林の

面的広がりやモザイク的配置に留意し、１箇所当たりの伐採面積の縮小、伐採箇所の

分散及び伐採林齢の長期化を図ることとする。

また、林地の安定化を目的とした未立木地等への植栽や複層状態の森林への誘導に

当たっては、必要に応じて広葉樹を植栽する等により、針広混交林化を積極的に推進

する。

なお、天然力を活用することによって、的確な更新が図られると認められる林分に

ついては、育成複層林施業、天然生林施業によることとする。

（ア）育成単層林施業の方法

ａ 主伐を行う標準的な時期は、下表の林齢以上とする。ただし、公有林野等官行

造林地及び分収林については、契約による伐期の林齢とする。

〇 通常伐期 単位 林齢：年

樹 種 ス ギ ヒノキ カラマツ 備 考

林 齢 60 75 60

〇 長伐期 単位 林齢：年

樹 種 ス ギ ヒノキ カラマツ 備 考

林 齢 120 150 100 通常伐期の伐期齢の2倍以上
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ｂ 一箇所当たりの伐採面積は、おおむね5ha以下（法令等による伐採面積の上限

が5ha未満の場合にあっては当該制限の範囲内）とする。

ｃ 伐区の設定は、交互伐採方式により地域的、箇所的分散を図り、小流域単位で

見た時にモザイク的配置となるようにする。

ｄ 更新は、４（１）に定める「造林に関する基本的事項」に従って実施する。

ｅ 下刈、つる切、除伐等の保育は、５（１）イに定める「保育の標準的な方法」

に従って実施する。

ｆ 間伐は、５（１）アに定める「間伐の標準的な方法」に従って実施する。

（イ）育成複層林施業［複層伐実施タイプ］の方法

ａ 最初の複層伐を行う標準的な時期は、下表の林齢以上とする。

ｂ 一箇所当たりの伐採面積は、おおむね5ha以下（法令等による伐採面積の上限

が5ha未満の場合にあっては当該制限の範囲内）とする。

ｃ 伐区の設定は、交互伐採方式により地域的、箇所的分散を図り、小流域単位で

見た時にモザイク的配置となるようにする。

ｄ 複層伐の伐採率は50～60％を目安とする。

ｅ 植栽は、造林の標準的な方法において定める植栽本数に伐採率を乗じて得られ

る本数を標準とし、伐採が終了した年度の翌年度の初日から起算して2年以内に

植栽する。

造林樹種はスギ・ヒノキ等を主体とし、天然更新した広葉樹も適切に育成する

ことにより、公益的機能の高い森林を造成する。

ｆ 下刈、つる切、除伐等の保育は、育成単層林施業の方法に準じて行う。

ｇ 間伐は、育成単層林施業の方法に準じて行う。

単位 林齢：年

樹 種 ス ギ ヒノキ カラマツ 備 考

林 齢 60 75 60
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ｈ 植栽した下層木の生育に必要な林内照度を35％以上確保するため、上層木の収

量比数が0.25を超えることとならないよう必要に応じて上層木の間伐を行う。

ｉ 上層木の伐採を行う時期は、通常伐期の伐期齢の2倍の林齢とする。ただし、

カラマツは100年とする。

ｊ ただし、植栽によらなくても主伐後2年以内に更新完了が見込まれる林分につ

いては、更新を天然下種第１類とすることができる。

（ウ）育成複層林施業［漸伐実施タイプ］の方法

ａ 主伐を行う標準的な時期は、下表の林齢以上とする。

ｂ 一箇所当たりの伐採面積は、おおむね5ha以下（法令等による伐採面積の上限

が5ha未満の場合にあっては当該制限の範囲内）とする。

ｃ 伐区の設定は、交互伐採方式により地域的、箇所的分散を図り、小流域単位

で見た時にモザイク的配置となるようにする。

ｄ 伐採は、下種伐及び後伐の2回の伐採を行うことを基本とする。

下種伐は、伐前地拵後、伐採率40～50％程度の伐採を行い、稚樹の発生を図る。

ｅ 更新は、４（１）イに定める「造林の標準的な方法」に従って実施する。

ｆ 保育作業は、現地の実態を十分把握しながら必要に応じて実施する。

（エ）育成複層林施業［択伐実施タイプ］の方法

ａ 主伐を行う標準的な時期は、人工林については育成単層林施業の通常伐期の林

齢以上とし、天然林については漸伐施業の林齢以上とする。

ｂ 一箇所当たりの伐採面積は、おおむね10ha以下する。

ｃ 伐採は、更新させる樹種の特性を勘案し、単木択伐（点状択伐）又は群状択伐

とする。

単位 林齢：年

樹 種 針 葉 樹 広 葉 樹

林 齢 200 180
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伐採率は、30％以内程度（法令等による伐採率の上限が30％未満の場合にあっ

ては当該制限の範囲内）の伐採を行い、稚樹の発生を図る。

ｄ 更新は、天然下種第１類とし、薬剤処理等の更新補助作業を行う。

ｅ 保育は、漸伐施業の方法に準じて行う。

（オ）天然生林施業の方法

ａ 主伐を行う標準的な時期は、漸伐施業の林齢以上とする。

ｂ 伐採方法は、現況の森林を維持することを目的とした択伐とする。

ｃ 伐採率は、30％以内（法令等による伐採率の上限が30％未満の場合にあっては

当該制限の範囲内）とする。

ｄ 更新は、天然下種第２類とする。

イ 森林と人との共生林の区域における施業の方法

生活環境保全機能又は保健文化機能の維持増進を特に図るため、森林の構成を維持

し、樹種の多様性を増進する森林施業を推進する。

具体的には、自然環境の保全を最も重視すべき森林については、天然力の活用を基

本とした天然生林施業を行うこととし、必要に応じ、植生の復元等を実施するほか、

野生生物の生息地の減少及び分断を防ぐため、広域的な観点から森林の連続性に配慮

した回廊状の森林の確保を図ることとする。

また、森林とのふれあいや自発的な森林づくり活動の場、野生鳥獣との共存の場と

して利用される森林については、景観の向上に配慮した天然生林施業、郷土樹種を主

体とする花木や広葉樹との混交も考慮に入れた育成複層林施業、人工林の有する景観

美を維持するための育成単層林施業の推進等に努める。さらに、森林レクリエーショ

ン施設と一体となった快適な森林空間を創出する。

都市近郊や里山等地域住民の生活に密接な関わりを持つ森林については、択伐等に

よる森林構成の維持を基本とした施業を継続的に実施するほか、樹種の選定や立木の

密度等に配慮した保育、間伐等を積極的に行うこととする。

（施業の方法）

（ア）主伐を行う標準的な時期は、標準伐期齢を下回らない林齢とする。

（イ）伐採方法は、

ａ 自然環境の保全を最も重視すべき森林については、原則として伐採は行わない。



－22－

ｂ 森林とのふれあいや自発的な森林づくり活動の場として利用される森林につい

ては、各々の国有林野の持つ森林の整備目標により、択伐（伐採率は30％以内）、

漸伐（伐採率は50％以内）あるいは複層伐（伐採率は60％以内）による育成複層

林施業及び皆伐による育成単層林施業を行う。

ｃ 都市近郊や里山等地域住民の生活に密接な関わりを持つ森林については、択伐

等による育成複層林施業とする。

（ウ）更新は、皆伐施業、複層林施業にあっては、郷土樹種を中心に気候、土壌、標高

等の立地条件、既往造林地の生育状況等を総合的に勘案した樹種とし、植栽本数に

ついては、４（１）イ（ア）に定める「人工造林の植栽本数」を基本に保残木の状

況及び天然稚幼樹の更新状況に応じて植栽本数を調整する。漸伐施業、択伐施業に

あっては、天然下種更新第１類を原則とし、現地の実態を勘案して必要に応じて地

表処理、刈り出し、補助植込み等を行う。

ウ ア又はイのうち伐採方法その他の施業の方法を特定する必要のある森林の区域にお

ける施業の方法

該当なし

７ 林道の開設その他林産物の搬出に関する事項

（１）林道の開設及び改良に関する基本的な考え方

林道の開設については、２（２）アに定める森林整備及び保全の目標の実現を図るた

め、骨格となる林道及び森林施業の効率的な実施に必要な林道について計画的な整備を

促進することとする。

開設する林道の路線配置及び規格・構造等の基本的な考え方については、重視すべき

機能を踏まえた森林の区分ごとに、以下のとおりとする。

ア 「水土保全林」の場合

水源かん養機能等の維持向上のため積極的な施業を実施すべき森林においては、高

密な路網を整備する。

その際には、急傾斜地等崩壊の危険性の高い箇所を回避し整備するなど、地形の改

変と抑制とのバランスを図ることとする。また、必要に応じて排水対策に資する施設

の配置や運搬車両の通行に必要な最小限の幅員に抑制するなどの取組を行うものとす

る。

イ 「森林と人との共生林」の場合

保健文化機能を重視する森林のうち、自然とのふれあいの場として国民の利用に供
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する森林において、森林へのアクセス等に必要な林内路網の整備を行う場合、景観や

生態系の保全に十分な配慮をした線形や施設を選択する。

林道については、利用者の利便性確保の観点から必要な規格・構造とする。

また、景観や生態系の保全が特に求められる森林については、新たな林道の開設を

回避する等、森林の管理上必要最小限の整備とする。

ウ 「資源の循環利用林」の場合

木材等生産機能を重視する森林においては、森林施業の効率を向上させるため、地

域の条件に応じて、高性能林業機械による作業システム等に最も効率的な路網整備を

計画的に推進することとする。

エ その他必要な事項

（ア）林道の開設に当たっては、森林の利用形態等に応じた規格・構造の柔軟な選択、

森林施業の優先順位に応じた整備を推進するとともに、コストの縮減を図りつつ、

計画、設計及び施工の段階では周囲の環境との調和を図ることとする。

（イ）適切かつ効率的な森林施業を推進するために、公道や民有林林道等と有機的に連

絡のとれた林道の開設に努める。

（ウ）継続的な施業が見込まれる育成単層林施業及び育成複層林施業の対象地にあって

は、林道と作業道等の適切な組み合わせによる路網の整備を推進する。

（２）開設又は拡張すべき林道の種類別及び箇所別の数量等

開設又は拡張すべき林道の種類別及び箇所別の数量等については、別表６のとおり計

画する。

（３）更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法

該当なし

８ 森林施業の合理化に関する事項

（１）林業に従事する者の養成及び確保

本計画区における林業事業体は、一部に規模の大きい事業体が見られるが、小規模な

事業体も少なくない。これら事業体の現場従業員の年齢構成では50歳未満が5割以上を

占め、若い労働力も確保されつつある。

この様な状況の中、収益性の高い林業の再生を図る上で経営体質の強い林業事業体の

育成が重要な課題であり、流域林業活性化協議会など各種会議への積極的な参画を通じ、
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民有林及び関係機関との連携を図りつつ、雇用の安定、労働条件の向上に資する事業の

安定的・計画的な発注に努めることとする。

また、森林施業の多様化に対応しうる事業実行体制の確立に向けた指導等により、林

業事業体の経営体質の強化を図り、これを通じ、優れた林業労働者の確保・育成に努め

ることとする。

（２）林業機械の導入の促進

林業生産性の向上及び労働強度を軽減し、林業労働者の確保を図るため、高性能林業

機械化促進基本方針等に定められている高性能林業機械作業システムの構築に向けた取

組が重要である。

このため、高性能林業機械の効率的な使用及び高性能林業機械を活用した搬出システ

ムの構築に併せ、オペレーターの養成、高性能機械による作業を考慮した路網整備など

低コスト・高効率作業システムの普及・定着に積極的に取り組むこととする。

（３）作業道等路網の整備

作業道等路網の整備に当たっては、民有林との連携を図り、効率的な森林施業の実施

に努めることとする。

また、高性能林業機械等を用いた低コストで高効率な作業システムに対応し得るよう、

効果的で壊れにくい路網の整備にも努めることとする。

（４）林産物の利用促進のための施設の整備

木材流通の現況、民有林における人工林資源の成熟化の進展等を踏まえ、地域一体と

なった流通･加工体制の整備を推進するため、木材の計画的・安定的な供給に努めると

ともに、公共施設の木造化、内装材の木質化、土木事業への活用及び木質バイオマス利

用等の取り組みに対し、積極的な協力に努めることとする。

（５）その他必要な事項

地域の林業技術の向上に寄与するため、試験地等における技術情報の発信及び民有林

の林業関係者等の研修の場として積極的な提供に努めることとする。

９ 森林の土地の保全に関する事項

（１）樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区

樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区について

は、別表８のとおり定める。

（２）森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する森林及びその搬出方法

森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する森林及びその搬出方法について
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は、別表９のとおり定める。

（３）土地の形質の変更に当たって留意すべき事項

土砂の切り取り、盛土等土地の形質の変更に当たっては、林地の保全に十分留意する

こととし、気象・地形・地質等の自然条件、地域における土地利用及び森林の現況、土

地の形質変更の目的・内容等を総合的に勘案し、実施区域の選定を適切に行うこととす

る。

また、土砂の切り取り、盛土を行う場合には、法面勾配の安定を図り、必要に応じて

法面保護のための緑化工・土留工等の防災施設、水の適切な処理のための排水施設の設

置及び環境保全等のための森林の適正な配置等、適切な対策を講じることとする。

その他の土地の形質変更の場合には、その態様に応じて土砂の流出、崩壊等の防止に

必要な施設を設ける等、適切な保全措置を講じることとする。

（４）その他必要な事項

異常気象に起因する流木等による災害の拡大を防止するため、県との連絡調整を図り

災害の防止に努めることとする。

10 保安施設に関する事項

（１）保安林として管理すべき森林の種類別面積等

保安林として管理すべき森林の種類別面積等については、保安林として管理すべき森

林の種類別の計画期末面積、計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森

林の種類別の所在及び面積等並びに計画期間内において指定施業要件の整備を相当とす

る森林の面積を別表１０のとおり定める。

（２）保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等

保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等については、別

表１１のとおり定める。

（３）実施すべき治山事業の数量

治山事業の数量については、別表１２のとおり計画する。

（４）その他必要な事項

治山事業の実施にあたっては、流域保全の観点からの民有林との連携、コスト削減、

自然環境の保全などに配慮しながら取り組むこととする。
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11 その他必要な事項

（１）法令により施業について制限を受けている森林の施業方法

法令により施業について制限を受けている森林の施業方法については、別表１３のと

おり定める。

（２）森林の保護及び管理

ア 森林の保護及び管理の方針

森林の保護及び管理については各種被害に対する予防に重点を置き、各種被害の早

期発見に努め、適確な防除対策を講じて健全な林分の育成に努める。

（ア）松くい虫の被害に対しては、松くい虫防除対策協議会等の場を通じて民有林と協

調しつつ、より効果的な防除を進めることとする。

カシノナガキクイムシの被害については、被害状況の把握に努め、関係機関と連

携を図りながら必要な対策に取り組むこととする。

ニホンカモシカ及びニホンジカの被害については、防護柵の作設、プラスチック

製の剥皮防止ネットの効果的な設置及び忌避剤等の使用により、造林地等における

食害を未然に防止することとする。

また、長野県における鳥獣の適切な保護管理を推進するための有害鳥獣駆除及び

各種被害対策の充実や策定された「特定鳥獣保護管理計画」の実施に対して、関係

市町村等との連携を図りつつ、必要な協力を行うこととする。特に、ニホンジカの

個体数調整については、関係機関と連携を図りながら取り組むこととする。

野兎、野鼠の被害及び病虫害等については、森林の巡視等による早期発見に努め、

適切な防除に努めることとする。

（イ）気象害については、過去の被害発生状況、気象条件、地形等現地の実態に応じた

適切な施業方法等を選択することにより、被害の未然防止に努めることとする。

（ウ）本計画区の国有林は、優れた自然景観を有し、登山、ハイキング、スキー等とい

った野外レクリエーションの場として多くの利用者があることから、高山植物をは

じめとする貴重な野生動植物種の保護、山火事の防止、樹木・土石等の盗採堀防止

のため、森林の巡視及び森林保護についての啓発普及に重点を置き、関係機関との

密接な連携を図りながら高山植物等盗採掘の未然防止に努めることとする。

イ 森林の巡視に関する事項

前記アの諸被害が発生するおそれがある地域については、過去の被害状況、利用者

の動向、被害の発生時期、気象条件等を踏まえて森林の巡視を行い、諸被害の未然防

止、早期発見等に努めることとする。
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ウ 森林の保護及び管理のための施設に関する事項

森林の保護についての啓発普及を図るため、利用者数の動向、道路の整備状況及び

過去の被害状況等を踏まえ、関係市町村等と連携しつつ、保護標識等の適切な配置に

努めるとともに、保護管理上必要な歩道等についても計画的な整備に努めることとす

る。

（３）その他必要な事項

ア 森林整備への多様な主体の参加

フィールドの提供や必要な技術指導により、広く国民やＮＰＯ法人等による自主的

な森林整備活動の推進に取り組むこととする。

イ 木材利用の拡大

林業の持続的かつ健全な発展を図ることを目的とした「公共建築物等における木材

の利用の促進に関する法律」が平成22年5月に公布、同年10月に施行されたことを踏

まえ、公共建築物等における木材利用の拡大に積極的に取り組むこととする。
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別表１ 森林の有する機能別の森林の所在及び面積

単位 面積：ha

区 分 森林の機能区分 森林の所在（林班） 面 積

総 数 水 源 か ん 養 101,725.11

山地災害防止 91,750.96

生活環境保全 3,028.48

保 健 文 化 54,067.71

木 材 等 生 産 7,491.80

松 本 市 水 源 か ん 養 1~180,233~238,241~250,252,301~ 41,299.17

334,336~346,348~426

寿(財)官造 1,2,

市 入山辺・里山辺(財)官造 9~13,

15~17,

岡田(財)官造 1,2,

四賀村官造 5,8~13,

波田町官造 10~19,梓川官造 1~10,

町 奈川村官造 1,5~8

山地災害防止 1~151,154~180,233~238,241~252, 36,756.13

301~307,309~312,314~316,320,

321,326,327,333,343~345,350~

352,355,356,368,369,371,375~381,

村 383~386,388~391,405~426

寿(財)官造 2,

入山辺・里山辺(財)官造 9~13,

16,17,

岡田(財)官造 1,2,四賀村官造 8,

別 梓川官造 1~10,奈川村官造 1

生活環境保全 245,250~252 680.69

寿(財)官造 1,2,

入山辺・里山辺(財)官造 15,

岡田(財)官造 1,2

内 保 健 文 化 14,15,18,19,22,24~41,64~69,74,75, 21,334.33

78~132,134~137,140,142~148,155,

237,245~252,338,340~342,

401~406

寿(財)官造 1,2,

訳 入山辺・里山辺(財)官造 9~13,

15~17,

岡田(財)官造 1,2,

波田町官造 10~19, 奈川村官造 5~8
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単位 面積：ha

区 分 森林の機能区分 森林の所在（林班） 面 積

松 本 市 木 材 等 生 産 2~5,68,78,145,147~153,157~163, 3,607.14

233~238,241~244,251-1~252,305,

307~309,311~315,317~322,325~

334,336~338,340~346,348,349,

市 353,354,358~404,426

寿(財)官造 1,2,

入山辺・里山辺(財)官造 9,10,

岡田(財)官造 2, 四賀村官造 5,8,

波田町官造 10~19, 奈川村官造 5

町 大 町 市 水 源 か ん 養 501~567,569~581,588,589 29,953.64

山地災害防止 501~567,569~581,588,589 29,953.64

生活環境保全 501,502,518,519,529~531,534,535, 2,241.09

566,567,569,570

保 健 文 化 505,508~515,517~526,528,532, 20,409.25

村 533,535~565,576~578,588,589

木 材 等 生 産 501~504,506,507,510,520,527,530, 444.63

565,567,569,576,580,581

塩 尻 市 水 源 か ん 養 1501~1585,1588~1618 7,258.44

塩尻市官造 6,7,(財)楢川村奈良井

別 官造 19~24,26~40,

贄川区官造 2,3,5,6,8,9,

平沢区官造 10~18

山地災害防止 1510,1524~1532,1536,1546,1549~ 2,185.75

1551,1560~1571,1604,1607~1618

内 塩尻市官造 7,(財)楢川村奈良井官

造 19,23,24,34,

贄川区官造 5,6

生活環境保全 塩尻市官造 6,7, 贄川区官造 5 106.70

保 健 文 化 1536,1553,1554 452.56

訳 塩尻市官造 6,7

木 材 等 生 産 1501~1507,1509~1511,1515,1516, 3,039.49

1521~1525,1533~1535,1537~1554,

1558,1572~1584,1588~1594,1596~

1603,1605~1618

塩尻市官造 7

(財)楢川村奈良井官造 26,29,

贄川区官造 6,9

平沢区官造 10,12,14,15,17
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単位 面積：ha

区 分 森林の機能区分 森林の所在（林班） 面 積

安 曇 野 市 水 源 か ん 養 201~232 9,565.86

浅川山林組合官造 1,2

山地災害防止 201~232 9,512.13

保 健 文 化 202~213,215,216,219~224,226,227 4,592.09

市 木 材 等 生 産 203,204,211~213,215,218,225,229 197.81

朝 日 村 水 源 か ん 養 松本市官造 1,2 165.58

今井(財)官造 1

朝日村官造 1

山地災害防止 松本市官造 1,2 165.58

町 今井(財)官造 1

朝日村官造 1

木 材 等 生 産 今井(財)官造 1 23.66

筑 北 村 水 源 か ん 養 坂北村官造 1 101.90

坂井村官造 1,2

村 山地災害防止 坂井村官造 2 0.83

松 川 村 水 源 か ん 養 582~587 1,012.27

松川村官造 4~6

山地災害防止 582~587 969.34

松川村官造 4,6

別 保 健 文 化 585 68.60

木 材 等 生 産 582,587 145.92

松川村官造 4

白 馬 村 水 源 か ん 養 619~629 5,123.81

白馬村官造 3~5,7

内 山地災害防止 619~629 5,088.03

保 健 文 化 619~621,623~629 4,187.26

木 材 等 生 産 629 33.15

白馬村官造 3,4,7

小 谷 村 水 源 か ん 養 601~618,630~636 7,244.44

訳 小谷村官造 6,立ノ沢共有林官行造

林組合官造 1,2

山地災害防止 601~618,630~636 7,119.53

立ノ沢共有林官行造林組合官造 1

保 健 文 化 601~603,607~613,630~632,635, 3,023.62

636

注１ 森林の機能区分とは、森林の有する諸機能を水源かん養機能、山地災害防止機能、生

活環境保全機能、保健文化機能、木材等生産機能の 5 機能に包括区分したものであり、

それぞれの機能については 3 段階の評価区分（H 高、M 中、L 低）を行っている。
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２ 木材等生産機能は評価区分が H 及び M の箇所を、それ以外の機能については H の箇

所を記載している。なお、各機能は重複している場合がある。

別表２ 計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等

単位 面積：ha

区 分 現 況 計画期末 参 考（現況）

水 土 共 生 循 環

面 積 育成単層林 14,566 11,921 13,944 527 95

育成複層林 681 1,432 660 21

天然生林 67,848 67,599 42,854 24,994

森林蓄積 (m3 ／ ha) 144 149 ― ― ―

林道整備率（％） 68 71 ― ― ―

注１ 育成単層林、育成複層林及び天然生林において実施される施業の内容については、

以下のとおりである。

(１) 育成単層林においては、森林を構成する林木の一定のまとまりを一度に全部伐採

し、人為※１により単一の樹冠層を構成する森林として成立させ維持する施業（育成

単層林施業）

(２) 育成複層林においては、森林を構成する林木を択伐※２等により部分的に伐採し、

人為により複数の樹冠層※３を構成する森林（施業の関係上一時的に単層林となる森

林を含む）として成立させ維持する施業（育成複層林施業）

(３) 天然生林においては、主として天然力を活用することにより成立させ維持する

施業（天然生林施業）。この施業には、国土の保全、自然環境の保全、種の保存

等のための禁伐等を含む。

２ 参考（現況）については、平成２２年３月３１日現在の数値である。なお、「水

土」は水土保全林、「共生」は森林と人との共生林、「循環」は資源の循環利用林

を指す。

※１ 「人為」とは、植栽、更新補助（天然下種更新のための地表かきおこし、刈

り払い等）、芽かき、下刈、除伐、間伐等の保育等の作業を総称したもの。
※２ 「択伐」とは、森林内の成熟木を数年～数十年ごとに計画的に繰り返し伐採

（抜き伐り）すること。
※３ 「複数の樹冠層」は、樹齢や樹種の違いから林木の高さが異なることにより生

じるもの。

３ 林道整備率とは、国有林林道全体計画に対する林道延長の比率である。



－ 32 －

別表３ 伐採立木材積

単位 材積：千 m3

区 分 総 数 主 伐 間 伐

総 数 針葉樹 広葉樹 総 数 針葉樹 広葉樹 総 数 針葉樹 広葉樹

総 数 (404) (381) (23) (398) (375) (23) (6) (6) (0)

933 750 183 475 421 54 458 329 129

注 （ ）は、公有林野等官行造林地で内書である。

別表４ 人工造林及び天然更新別の造林面積

単位 面積：ha

区 分 人 工 造 林 天 然 更 新

総 数 111 1,022
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別表５ 公益的機能別施業森林の区域

5-1 「水土保全林」の区域

単位 面積：ha

区 分 森 林 の 区 域 （ 林 小 班 ） 面 積

総 数 61,046.29

松 本 市 1 ～ 13,14 い~は,15 い~は,16,17,18 い,ろ,19~63,65 ほ,へ, 23,497.00

66 ろ~ち,68 ろ~ち,69 は,に,70~73,75 い,76,77,126 ほ,へ,

127 ろ,ほ,128 か,よ,ね~う,129 ろ,と,ぬ,130 い,ろ,131 ろ,

132 へ~ぬ,133,134 い,135 い,136 い~に,137 い~ほ,ち,り,

市 138,139,142 ろ~へ,143 い,ろ,144 に~と,145 い~へ,ち~よ,

れ~つ,146 い,147 い~へ,ち~ぬ,わ~よ,148 い~か,れ,そ,

149~154,156~180,233,234,235 い~つ,な~さ,236,237 い,

は~ほ,り~た,ね~む,イ,238 い~り,わ~お,241,242,243 ろ~

に,へ~ぬ,わ,よ~ね,ら~の,244,247 い~る,れ,つ~う,お~ま,

町 248 い~は,と,ち,ぬ~ね,249 い~ち,ぬ~か,た,つ~な,250 い~

あ,251-1~251-3,301~334,336,337,338 に~る,339,340 い~

ほ ,と~り ,ね~ら ,343~346,348~396,397 い ,は~り ,398 い ,

ろ,に~へ,399,400,401 い,ろ,に~た,そ,402 い~は,ほ,403 い

~ほ,と~る,404 ろ~へ,ち,り,405 い,406 い,407~426

村 寿(財)官造 1,2,入山辺・里山辺(財)官造 9~13,15~17,

岡田(財)官造 1,2,四賀村官造 5,8~13,波田町官造 10~19,

梓川官造 1~10,奈川村官造 1,5~8

大 町 市 501,502 い~ら 01,503,504,505 い~と,り~る, 506,507,508 14,823.60

い,ろ,ほ,509 い,ろ,に,510 い~よ,ロ,511,512 い~と,513 い

別 ~ほ,514 い~ち,515 い～と,516 い~へ,519 い,ろ,520 い~

り,ロ,521 い~ち,ロ,522,523 は,524 は~ほ,た,リ,525 に,ほ,

ぬ ,わ ,よ ,た ,526 い ,ろ ,に ,ほ ,527,528 い~ほ ,529~531,532

い~は,533 い,534~536,537 い~は,ほ,538 い~ほ,と~り,イ~

ヘ,539,540 い~に,へ~り,541 い~り,542 い~ほ,543 い,ろ,

内 に,ほ,544 い~に,へ~ち,545,546 い~に,547 い~に,ち,り,

550 い~ほ,551 い~は,ロ,552 い~る,553,554,555 い,ろ,556

い,ろ,557 い,ろ,に,558,559 い~は,ほ,へ,560,561 い~へ,ち

~ぬ 562 い,ろ,に~と,563 い~は,564~567,569~575,576 い~

ぬ,わ~れ,577 い,578 い,579~581

訳 塩 尻 市 1501~1515,1516 い~ほ,と~ぬ,1517~1535,1536 い~は,ほ, 7,108.38

1537~1552,1553 は,に,1555~1582,1583 ろ~へ,ち~る,

1584,1585,1588,1589,1590 い ,ろ ,ほ~と ,1591~1604,1605

ろ~ぬ,1606 い 02~に,へ~れ,1607~1618

塩尻市官造 6,7,(財)楢川村奈良井官造 19~24,26~40,

贄川区官造 2,3,5,6,8,9,平沢区官造 10~18
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単位 面積：ha

区 分 森 林 の 区 域（林 小 班） 面 積

安曇野市 201 い~は,ほ~と,202 い,ろ,に,203 い~る,か 01~な,む,204 6,608.46

ほ,わ,な,205 へ,208 ほ,へ,ロ~ホ,209 い~ほ,210 ろ,は,ほ,

市 と,り,211 へ~る,か,よ,れ~な,ハ,212 ろ~ほ,ち~ぬ,213 い,

は,に,へ~か,イ~ハ,214,215 い~ら,216~219,220 い,ろ,221

い,ろ,222 い,は,223 い,は,に,224 い,は,225,226,227 い~へ

町 228~232

浅山山林組合官造 1,2

朝 日 村 松本市官造 1,2,今井財産区官造 1,朝日村官造 1 165.58

村 筑 北 村 坂北村官造 1,坂井村官造 1,2 101.90

松 川 村 582~584,585 い,586,587 943.67

松川村官造 4~6

別 白 馬 村 619,620,621 い~に,へ~と 02,ロ~ホ,622 い~よ,ロ,ニ,ホ, 2,700.28

623 い~は,と,る,わ,か,た,そ~う,お~さ,め,し,イ,ハ,ニ,

624 ろ,よ,う~き,め~し,も~す,ん 02~12,イ,ホ 625 わ,ロ,

内 627 い~か,た,ハ~ホ,628 い~た,そ,つ,イ,

629 い,ろ,に,と,そ~ら,け,イ,ロ

白馬村官造 3~5,7

訳 小 谷 村 601 い,ろに,602 い,ろ,に,603 い~か,た~む,イ,604~606, 5,097.42

609,610 い,ろ,613~618,630 い~は,ほ~れ,つ~ら,ハ,631 い,

ろ,に,632 い 01~と,り,633,634,635 い~は,イ,636 い~に,

と,り,イ,ロ,

小谷村官造 6, 立ノ沢共有林官造 1,2

注 全小班が該当している林班は、林班名のみ記載。

5-2 「森林と人との共生林」の区域

単位 面積：ha

区 分 森 林 の 区 域 （ 林 小 班 ） 面 積

総 数 40,854.63

松 本 市 14 イ,15 イ,18 イ,64,65 い~に,66 い,67,68 い,り,69 い,ろ, 18,024.82

74,75 イ,78~125,126 い~に,と~ぬ,イ,127 い,は,に,へ,と,

市 イ,128 い~わ,た~つ,ロ~ニ,129 い,は~へ,ち,り,る,イ,130

町 は,に,131 い,132 い~ほ,134 ろ~に,イ,135 ろ~に,イ,136 ほ

村 ~と,イ,ロ,137 へ,と,イ,ロ,140,141,142 い,143 は~ち,イ,

別 144 い~は,ち~な,イ,145 と,た,イ,146 ろ,は,イ,147 と,る,

内 イ ,148 よ ,た ,イ ,155,237 ろ ,へ ,ち ,245,246,247 わ~た ,そ ,

訳 の,ロ,248 に~へ,り,249 り,よ,れ,そ,イ~ハ,250 イ~ホ,252,

338 い~は,340 へ,ぬ~つ,341,342,401 は,れ,つ,402 に,403

へ,404 い,と,405 ろ~ち,406 ろ
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単位 面積：ha

区分 森 林 の 区 域 （林 小 班） 面 積

大 町 市 502 ら 02~う,505 ち,508 は,に,イ,509 は,イ,510 ハ,512 15,130.04

イ,513 イ,514 イ,515 ｲ,516 と,517,518,519 は,に,520 ぬ~

市 わ,イ 521 イ,523 い,ろ,イ,524 い,ろ,へ~よ,イ,525 い~は,

へ~り,る,か,れ~な,イ,526 は,528 へ,532 に,イ,533 ろ,イ,

537 に,イ,538 へ,540 ほ,イ,541 イ,542 イ,543 は,イ,544

町 ほ,イ,546 ほ,イ,547 ほ~と,ぬ~わ,イ,548,549,550 へ,イ,

551 に,イ,552 わ,イ,555 は,に,イ,556 は~ほ,イ,557 は,イ,

559 に,561 と,562 は,563 に,ほ,イ,576 る,577 ろ,イ,578

村 ろ,イ,588,589

塩 尻 市 1536 に,イ,1553 い,ろ,ほ,1554 124.57

安曇野市 202 は,イ,ロ,203 わ,ら,イ,204 い~に,へ~る,か~ね,ら~く, 2,945.00

別 イ,205 い~ほ,イ~ハ ,206,207,208 い~に,イ,ヘ,209 へ,と,

イ,210 い,に,へ,ち,イ,211 い~ほ,わ,た,イ,212 い,へ,と,イ,

213 ろ,215 む,う,220 は,イ,221 は,イ,222 ろ,イ,223 ろ,イ,

内 224 ろ,イ,227 イ

松 川 村 585 ろ 68.60

白 馬 村 621 ほ,ち,イ,623 に~へ,ち~ぬ,よ,れ,の,き,ゆ,み,624 い, 2,414.58

訳 は~か,た~む,ゆ,ひ,ん 01,625 い~る,か,イ,ハ,ニ,ヘ,ワ,626,

627 よ 01~よ 02,れ,そ,イ,ロ,628 れ 01~れ 02,ね~ら,

629 ほ,へ,り~れ,む~ま

小 谷 村 601 は ,602 は ,イ ,603 よ ,ロ ,607,608,610 イ ,611,612,630 2,147.02

に,そ,イ,ロ,631 は,632 い 02,ち,635 に,ロ,ハ,636 ほ,へ,ち,

ぬ

注 全小班が該当している林班は、林班名のみ記載。

5-3 伐採方法その他の施業の方法を特定する必要のある森林の区域

該当なし。
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別表６ 開設又は拡張すべき林道の種類別及び箇所別の数量等

単位 延長：ｍ、面積：ha、材積：m3

開設 種類 位 置 路 線 名 箇所 延 長 利 用 区 域 備考

拡張 （市町村） 数 面 積 材 積

別 針葉樹 広葉樹

開設 自 大 町 市 鹿 島 川 1 2,300 1,032 51,000 36,360

動 小 計

車 松 本 市 黒 沢 1 2,850 195 30,000 1,000

道 小 計

塩 尻 市 羽 渕 1 2,000 206 38,183 9,695

小 計

計 3 7,150 1,433 119,183 47,055

注 利用区域の面積及び材積は、当該開設路線の利用対象となる地域の数量である。

単位 延長：ｍ

開設拡 種 類 位 置 路 線 名 箇所数 延 長 備 考

張別 （市町村）

拡張 一般改良 松 本 市 湯 川 2 100

大 白 川 6 180

池の沢前川 4 100

島 々 谷 6 180

奈川黒川(黒川) 4 80

奈川黒川(赤田)併用 4 80

奈川黒川(奈川) 10 800

水 沢 山 4 80

五 六 沢 4 80

黒 沢 支 線 4 60

河 鹿 沢 2 40

金 松 寺 2 60

蝶ヶ原併用 2 40

コ ウ ロ 沢 4 80

黒 川 支 線 4 80

境 峠 4 80

小計 66 2,120

大 町 市 鹿 島 川 4 120

中ノ沢併用 2 80

乳川馬羅尾(乳川) 2 40

大 川 2 40

小計 10 280
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単位 延長：ｍ

開設拡 種 類 位 置 路 線 名 箇所数 延 長 備 考

張別 （市町村）

拡張 一般改良 塩 尻 市 奈 良 井 4 120

坊主(桑崎) 4 120

坊主(羽渕) 2 40

贄川橋戸(橋戸) 6 227

贄川橋戸(贄川) 2 60

福 沢 4 120

入 細 沢 2 40

贄 川 支 線 2 60

白 川 2 40

黒 川 2 60

小計 30 887

松 川 村 乳 川 馬 羅 尾 2 60

(馬羅尾)併用

小計

白 馬 村 白 馬 4 120

小計

小 谷 村 横 川 併 用 6 180

小計

計 118 3,647

別表７ 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法

該当なし。
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別表８ 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区

単位 面積：ha

区 分 森林の所在（林班） 面 積 備 考

総 数 99,518.41

松 本 市 1~180,233~238,241~252,301~334, 39,696.60 水源かん養保安林

336~346,348~400

入山辺・里山辺財産区官造 9~13,

16,17,岡田財産区官造 1,2,

市 四賀村官造 9,12,13,波田町官造 10~19,

梓川村官造 1~4,奈川村官造 6

244~246,405~414 506.48 土砂流出防備保安林

155,160~162,251-1~251-3 93.45 土砂崩壊防備保安林

422 20.99 干害防備保安林

町 83,84,235,241,249,250,405, 255.74 山災Ｈ

梓川村官造 5~10,四賀村官造 8,

84,415, 90.21 砂防指定地・山災Ｈ

四賀村官造 8,寿財産区官造 2

計 40,663.47

村 大 町 市 503~507,510,519~522,527~531, 2,771.87 水源かん養保安林

574~576,580,581

501,502,505,507~518,520~526, 25,716.92 土砂流出防備保安林

532~564,570~580,588,589

518 65.42 なだ防止保安林

別 524,525,536,560,565~567,569 19.09 山災 H

501,502,507,510~515,520~522,524, 1,340.56 砂防指定地・山災Ｈ

525,536~538,560,565~567,569

計 29,913.86

塩 尻 市 1501~1525,1533~1563,1574~1576, 5,309.60 水源かん養保安林

内 1590~1593,1599~1603,1605~1618

塩尻市官造 6,7,

(財)楢川村奈良井官造 19~24,26~40,

平沢区官造 10~18

1524~1532,1564~1567,1604 676.35 土砂流出防備保安林

訳 贄川区官造 5,6

1510,1549~1551 5.35 砂防指定地・山災Ｈ

計 5,991.30

安 曇 野 市 204,205,210~215,218,231,232 1,213.91 水源かん養保安林

201~212,215~226,228,229,231 6,781.22 土砂流出防備保安林

204,213,225~230 1,429.78 山災Ｈ

計 9,424.91
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単位 面積：ha

区分 森林の所在（林班） 面積 備考

朝 日 村 松本市官造 1,2,今井財産区官造 1, 165.58 水源かん養保安林

朝日村官造 1

市 計 165.58

筑 北 村 坂北村官造 1,坂井村官造 1,2 92.00 水源かん養保安林

計 92.00

町 松 川 村 582,583,586,587 649.89 水源かん養保安林

584,585 276.23 土砂流出防備保安林

松川村官造 4,6 41.22 山災Ｈ

村 松川村官造 4 1.29 砂防指定地・山災Ｈ

計 968.63

白 馬 村 白馬村官造 3~5,7 35.69 水源かん養保安林

別 619~628 4,327.40 土砂流出防備保安林

625 0.12 保健保安林

623,624,627,628,629 712.82 山災Ｈ

内 623~625,627,629 11.26 砂防指定地・山災Ｈ

計 5,087.29

小 谷 村 601~605,614~618 2,477.97 水源かん養保安林

訳 小谷村官造 6,立ノ沢共有林官造 1,2,

601~604,606~613,630~636 4,733.40 土砂流出防備保安林

計 7,211.37

注１ 砂防指定地、山災Ｈ欄は、保安林以外の林地保全森林における砂防指定地、山災Ｈ

の箇所を計上している。

２ 山災Ｈとは、山地災害防止機能の略称で機能が高いということである。

別表９ 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する森林及びその搬出方法

該当なし。
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別表１０ 保安林として管理すべき森林の種類別面積等

10-1 保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積

単位 面積：ha

保安林の種類 面 積 備 考

総数（実面積） 96,438

水源かん養のための保安林 53,240

災害防備のための保安林 43,198

保健、風致の保存等のための保安林 10,375

注 保安林総数欄は、２以上の目的を達成するために指定される保安林があるため、

水源かん養のための保安林等の内訳の合計に一致しないことがある。

10-2 計画期間内において、保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面

積等

単位 面積：ha

指定・ 種 類 森林の所在 面 積 指定又は解 備 考

解除別 市町村 区 域（林班） 除を必要と

する理由

指定 水源かん養 塩 尻 市 1577~1598 827 水源のかん養

のため

計 827

解除 水源かん養 松 本 市 82,83 0 公益上の理由

による(道路敷)

計 0

注 計が一致しない場合は、四捨五入によるものである。

10-3 計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積

該当なし

別表１１ 保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等

該当なし
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別表１２ 治山事業の数量

単位 地区

森 林 の 所 在 治山事業施 主な工種 備 考

市 町 村 区 域 （ 林 班 ） 行地区数

松 本 市 68,69,70,77,84~86,88,91,97,100,109,110, 31 渓間工、山腹工、

114,115,120,127~129,144,153,161,244, 本数調整伐

338,342,343,364~367,400

塩 尻 市 1591,1592,1600,1601,1602 5 渓間工、山腹工、

本数調整伐

安曇野市 210 1 山腹工

松 川 村 582 1 本数調整伐

大 町 市 503,507,510,520,521,523,524,536,576,580 10 渓間工、

本数調整伐

白 馬 村 622~625,627,628 6 渓間工

小 谷 村 611,612,636 3 渓間工、山腹工

計 57
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別表１３ 法令により施業について制限を受けている森林の施業方法

単位 面積：ha

種 類 森 林 の 所 在 面 積 施 業

市町村 区域（林班） 方 法

水源かん養保安林 松 本 市 49~63,71~73,75,76,129~134, 12,099.53

136~139,144,145,147~159,

164~180,233~238,241~244,252, 別

301~334,336~346,348~400,

四賀村官造 9,12,13,

波田町官造 10~19, 表

梓川村官造 1~4,

奈川村官造 6

水源かん養保安林 74,75,81,82 192.01 参

国立公園第一種特別地域

水源かん養保安林 74,81,82,129,131,132,134~137, 906.06

国立公園第二種特別地域 140,143,144 照

水源かん養保安林 135~137,140,142,145~149 609.53

国立公園第三種特別地域

水源かん養保安林 245,246 158.24

国定公園第一種特別地域

水源かん養保安林 249,250 18.28

国定公園第二種特別地域

水源かん養保安林 249,250,252,入山辺･里山辺(財) 552.13

国定公園第三種特別地域 官造 11~13,16,17

水源かん養保安林 86,87,92~96,99~101 2,179.08

特別史跡名勝天然記念物

国立公園特別保護地区

水源かん養保安林 1~29,37~48,64~70,77,126~128, 8,497.47

砂防指定地 141,155,160~163,233,234,241,

242,320,321,326,327,333,

梓川村官造 1,4

水源かん養保安林 119,121 188.93

砂防指定地

国立公園特別保護地区

水源かん養保安林 80~82 29.23

砂防指定地

国立公園第一種特別地域

水源かん養保安林 14,15,18,19,22,24~41,78~82, 3,655.28

砂防指定地 120~129

国立公園第二種特別地域



－ 43 －

単位 面積：ha

種 類 森 林 の 所 在 面 積 施 業

市町村 区域（林班） 方 法

水源かん養保安林 松 本 市 247,248 13.29

砂防指定地

国定公園第二種特別地域 別

水源かん養保安林 247,248, 442.18

砂防指定地 入山辺・里山辺(財)官造 9,10,

国定公園第三種特別地域 岡田(財)官造 1,2 表

水源かん養保安林 85,86,99,115,118 228.14

砂防指定地

特別史跡名勝天然記念物 参

国立公園特別保護地区

水源かん養保安林 113 4.81

砂防指定地 照

鳥獣保護区特別保護地区

国立公園特別保護地区

水源かん養保安林 102~104 1,835.24

鳥獣保護区特別保護地区

特別史跡名勝天然記念物

国立公園特別保護地区

水源かん養保安林 129,134~137,143~148 463.61

保健保安林

国立公園特別保護地区

水源かん養保安林 129,130,134~137,143~148 660.76

保健保安林

国立公園第一種特別地域

水源かん養保安林 83~86,88~91,97,98,115,116 1,928.38

保健保安林

特別史跡名勝天然記念物

国立公園特別保護地区

水源かん養保安林 84 6.23

保健保安林

特別史跡名勝天然記念物

国立公園第二種特別地域

水源かん養保安林 85 1.71

保健保安林

特別史跡名勝天然記念物

特別母樹林

国立公園特別保護地区
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単位 面積：ha

種 類 森 林 の 所 在 面 積 施 業

市町村 区域（林班） 方 法

水源かん養保安林 松 本 市 126~128 15.71

保健保安林

砂防指定地 別

国立公園特別保護地区

水源かん養保安林 126~128 115.16

保健保安林 表

砂防指定地

国立公園第一種特別地域

水源かん養保安林 83~86,89~91,98,115~118 462.94 参

保健保安林

砂防指定地

特別史跡名勝天然記念物 照

国立公園特別保護地区

水源かん養保安林 109~113 199.83

保健保安林

砂防指定地

鳥獣保護区特別保護地区

国立公園特別保護地区

水源かん養保安林 105~114 4,224.57

保健保安林

鳥獣保護区特別保護地区

特別史跡名勝天然記念物

国立公園特別保護地区

水源かん養保安林 114 8.27

保健保安林

鳥獣保護区特別保護地区

特別史跡名勝天然記念物

国立公園第二種特別地域

土砂流出防備保安林 244,405~413 332.51

土砂流出防備保安林 245,246 144.66

国定公園第一種特別地域

土砂流出防備保安林 414 29.31

砂防指定地

土砂崩壊防備保安林 251-2,251-3 33.91

土砂崩壊防備保安林 155,160~162 49.83

砂防指定地
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単位 面積：ha

種 類 森 林 の 所 在 面 積 施 業

市町村 区域（林班） 方 法

土砂崩壊防備保安林 松 本 市 251-1 9.71

風致地区

干害防備保安林 422 20.99 別

国立公園特別保護地区 83~86,89,91,94,95,97,98,100,102, 12.53

103,105~107,109~111,113~115,

136,137,143~145 表

国立公園第一種特別地域 143,144 2.11

国立公園第二種特別地域 84,114,129,136,140,143,144 23.72

国立公園第三種特別地域 137,140,142 0.7 参

国定公園第一種特別地域 245,246 114.06

国定公園第二種特別地域 249,250 21.69

国定公園第三種特別地域 252, 50.94 照

寿財産区官造 1,

入山辺・里山辺(財)官造 15

砂防指定地 1~6,10,11,42,47,65~70,77,155, 59.43

160~163,233,234,320,415

四賀村官造 8,

梓川村官造 1,4

砂防指定地 247,248 13.44

国定公園第二種特別地域 寿(財)官造 2

砂防指定地 247, 21.13

国定公園第三種特別地域 寿(財)官造 2,

砂防指定地 78,80~82,120,122~128 20.57

国立公園第二種特別地域

砂防指定地 83,84,86,109,111~113,117~119 23.53

国立公園特別保護地区

風致地区 251-1 0.04

水源かん養保安林 大 町 市 503~507,510,574~576,580,581 1,270.71

水源かん養保安林 503,504,506,507,510,519~522, 1,398.88

砂防指定地 527~531

水源かん養保安林 528 11.13

砂防指定地

国立公園第一種特別地域

水源かん養保安林 520,522 18.44

砂防指定地

国立公園第二種特別地域
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単位 面積：ha

種 類 森 林 の 所 在 面 積 施 業

市町村 区域（林班） 方 法

水源かん養保安林 大 町 市 522 12.28

保健保安林

砂防指定地 別

水源かん養保安林 520~522 60.43

保健保安林

砂防指定地 表

国立公園第二種特別地域

土砂流出防備保安林 501,502,507~511,514~518,520, 5,925.59

521,526,532~540,560~564, 参

570~5580

土砂流出防備保安林 508~510,512~515,521,523~525, 4,907.51

国立公園特別保護地区 532,533,537,540,541,549~552, 照

555~557,563,577,578,588,589

土砂流出防備保安林 505,508,509,523~526,532,533,53 6,212.53

国立公園第一種特別地域 7,538,540,543,544,546~552,555~

557,559,561~563,576~578,588,589

土砂流出防備保安林 511~513,520~526,536~543,547, 2,161.79

国立公園第二種特別地域 554~561

土砂流出防備保安林 508~511,513,544~547,550~553, 2,702.13

国立公園第三種特別地域 555~557,559

土砂流出防備保安林 511,526,535,538~540,560,561 75.09

砂防指定地

土砂流出防備保安林 524,525,548,549,588,589 168.72

砂防指定地

国立公園第一種特別地域

土砂流出防備保安林 523~525,535~547,550~554, 586.02

砂防指定地 558~562,564

国立公園第二種特別地域

土砂流出防備保安林 544~547,550~553 128.08

砂防指定地

国立公園第三種特別地域

土砂流出防備保安林 542~544,546,588,589 2,824.15

鳥獣保護区特別保護地区

国立公園特別保護地区

土砂流出防備保安林 548,588 25.31

史跡名勝天然記念物

国立公園第一種特別地域
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単位 面積：ha

種 類 森 林 の 所 在 面 積 施 業

市町村 区域（林班） 方 法

なだれ防止保安林 大 町 市 518 65.42

国立公園特別保護地区 508,509,512,524,525,544,550 0.31

国立公園第一種特別地域 524,550,559 0.16 別

国立公園第二種特別地域 511,523~525,536~538,540,541, 23.51

554,557~559,561

国立公園第三種特別地域 511,552 1.23 表

砂防指定地 501~504,506,507,510,511,514, 1,234.09

515,519,526,535,538,560,

565~567,569 参

砂防指定地 524,525,548 0.88

国立公園第一種特別地域

砂防指定地 511~513,520~525,535~540, 122.78 照

国立公園第二種特別地域 550~554,558~561,565

砂防指定地 511,513,551~553 9.97

国立公園第三種特別地域

水源かん養保安林 塩 尻 市 1501~1525,1533~1535,1537~ 4,971.47

1563,1574~1576,1590~1593,

1599~1603,1605~1618

塩尻市官造 7,(財)楢川村奈良井

官造 19~24,26~40,

平沢区官造 10~18

水源かん養保安林 塩尻市官造 6 28.44

国定公園第三種特別地域

水源かん養保安林 1536 5.31

県立自然公園第一種特別地域

水源かん養保安林 1536 38.54

県立自然公園第二種特別地域

水源かん養保安林 1536 239.05

県立自然公園第三種特別地域

水源かん養保安林 塩尻市官造 7 9.19

砂防指定地

土砂流出防備保安林 1524~1526,1532,1564~1567,1604 392.03

贄川区官造 5,6

土砂流出防備保安林 1527~1531 284.32

県立自然公園第三種特別地域

国定公園第三種特別地域 塩尻市官造 6 19.57

砂防指定地 1510,1549~1551 5.35
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単位 面積：ha

種 類 森 林 の 所 在 面 積 施 業

市町村 区域（林班） 方 法

郷土環境保全地域 塩 尻 市 1554 17.60

水源かん養保安林 安曇野市 210~215,218,231,232 1,079.03

水源かん養 204,205,210~213,215 53.89 別

国立公園第二種特別地域

水源かん養 204,205,213 76.65

国立公園第三種特別地域 表

水源かん養 211,212 2.01

砂防指定地

水源かん養 211,212 1.02 参

砂防指定地

国立公園第二種特別地域

水源かん養 204 1.31 照

特別母樹林

国立公園第二種特別地域

土砂流出防備保安林 201~203,210~212,216~226,228, 2,144.25

229,231

土砂流出防備保安林 206,207,209~212,220~224 499.10

国立公園特別保護地区

土砂流出防備保安林 203~205,207~212,220~224 1,474.93

国立公園第一種特別地域

土砂流出防備保安林 201~210,215,216 1,802.62

国立公園第二種特別地域

土砂流出防備保安林 202,203,209~212,219~224 820.63

国立公園第三種特別地域

土砂流出防備保安林 216 19.77

砂防指定地

国立公園第二種特別地域

土砂流出防備保安林 203 19.92

砂防指定地

国立公園第三種特別地域

国立公園特別保護地域 223,224,227 15.62

国立公園第二種特別地域 204,205,208~211,213,215,216, 57.39

226,227

国立公園第三種特別地域 203,204 2.11

砂防指定地 211,212 1.05

砂防指定地 211,216 0.65

国立公園第二種特別地域
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単位 面積：ha

種 類 森 林 の 所 在 面 積 施 業

市町村 区域（林班） 方 法

水源かん養保安林 朝 日 村 松本市官造 1,2 165.58

今井(財)官造 1,

朝日村官造 1 別

水源かん養保安林 筑 北 村 坂北村官造 1, 91.17

坂井村官造 1,2

水源かん養保安林 坂井村官造 2 0.83 表

砂防指定地

水源かん養保安林 松 川 村 582,583,586,587 649.89

土砂流出防備保安林 584,585 276.23 参

砂防指定地 松川村官造 4 1.29

水源かん養保安林 白 馬 村 白馬村官造 3~5,7 35.69

土砂流出防備保安林 622~624,628 393.29 照

土砂流出防備保安林 627 3.10

国立公園第一種特別地域

土砂流出防備保安林 621,623~625 392.47

国立公園第二種特別地域

土砂流出防備保安林 622,628 8.38

砂防指定地

土砂流出防備保安林 619,620 374.13

砂防指定地

国立公園特別保護地区

土砂流出防備保安林 619,620 781.71

砂防指定地

国立公園第一種特別地域

土砂流出防備保安林 619~621 263.31

砂防指定地

国立公園第二種特別地域

土砂流出防備保安林 626~628 667.06

保健保安林

国立公園第一種特別地域

土砂流出防備保安林 625 150.49

保健保安林

国立公園第二種特別地域

土砂流出防備保安林 626,627 3.35

保健保安林

砂防指定地

国立公園第一種特別地域
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単位 面積：ha

種 類 森 林 の 所 在 面 積 施 業

市町村 区域（林班） 方 法

土砂流出防備保安林 白 馬 村 625 2.02

保健保安林

砂防指定地 別

国立公園第二種特別地域

土砂流出防備保安林 625,626 29.14

保健保安林 表

砂防指定地

特別史跡名勝天然記念物

国立公園特別保護地区 参

土砂流出防備保安林 621,625~627 1,258.95

保健保安林

特別史跡名勝天然記念物 照

国立公園特別保護地区

保健保安林 625 0.12

砂防指定地

国立公園第二種特別地域

国立公園特別保護地区 625,626 0.53

国立公園第一種特別地域 628 0.10

国立公園第二種特別地域 621,623~625 50.20

砂防指定地 622,627~629 6.15

砂防指定地 625 0.14

国立公園特別保護地区

砂防指定地 620 0.02

国立公園第一種特別地域

砂防指定地 621,623~625 5.36

国立公園第二種特別地域

水源かん養保安林 小 谷 村 601~605,614~618 2,477.81

小谷村官造 6,立ノ沢共有林官行

造林組合官造 1,2

水源かん養保安林 立ノ沢共有林官行造林組合官造 1 0.16

砂防指定地

土砂流出防備保安林 601~604,606,630~634,636 1,356.30

土砂流出防備保安林 602,603,607,608,610,611,635 712.86

国立公園第一種特別地域

土砂流出防備保安林 607,608,611,612,630,631 613.16

国立公園第二種特別地域



－ 51 －

単位 面積：ha

種 類 森 林 の 所 在 面 積 施 業

市町村 区域（林班） 方 法

土砂流出防備保安林 小 谷 村 607~613 1,033.31

国立公園第三種特別地域

土砂流出防備保安林 633~636 913.35 別

砂防指定地

土砂流出防備保安林 636 17.50

保健保安林 表

砂防指定地

鳥獣保護区特別保護地区

土砂流出防備保安林 636 36.72 参

保健保安林

鳥獣保護区特別保護地区

土砂流出防備保安林 630 37.19 照

保健保安林

鳥獣保護区特別保護地区

国立公園第一種特別地域

土砂流出防備保安林 630 13.01

保健保安林

鳥獣保護区特別保護地区

国立公園第二種特別地域

国立公園第一種特別地域 630,635 11.61

国立公園第二種特別地域 611,612 8.92

砂防指定地 633~636 1.99

立ノ沢共有林官行造林組合官造 1

注１ 面積は、集計上の都合により森林外等を含む。
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（別表１）保安林の森林施業

種 類 伐採種 施 業 の 方 法 備

考

水源か 禁伐 主伐に係る伐採を禁止する。 詳

ん養保 また、間伐も原則として禁止するが、その森林が植栽されたもので 細

安林 あり、保育のために間伐をしなければ当該保安林の目的が達成できな に

いと認められるものであって、指定施業要件で間伐ができることが定 つ

められているものについては、樹冠疎密度が１０分の８以上の箇所に い

おいてできるものとする。間伐することができる立木材積は、伐採種 て

「皆伐」の項を準用する。 は

択伐 主伐は択伐による。主伐として伐採できる立木は、標準伐期齢（市 、

町村森林整備計画で定める標準伐期齢、以下同じ）以上のものとし、 保

その限度は、当該年度の初日におけるその森林の立木材積の１０分の 安

３以内とする。 林

ただし、伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認 指

められる森林（植栽指定の箇所）については、立木材積の１０分の４ 定

以内とする。また、将来択伐することができるような林型に誘導しよ の

うとする場合の間伐であって、指定施業要件で定められている場合に 際

は、樹冠疎密度が１０分の８以上の箇所において間伐できるものとす に

る。間伐することができる立木の材積は、伐採種「皆伐」の項を準用 定

する。 め

皆伐 主伐に係る伐採種を定めない。主伐として伐採できる立木は、標準 る

伐期齢以上のものとし、毎年度伐採できる１箇所当たりの皆伐面積の 箇

限度は、２０ヘクタールの範囲内で指定施業要件に定められた面積と 所

する。 別

間伐は、樹冠疎密度が１０分の８以上の箇所において間伐できるも の

のとする。 指

間伐することができる立木の材積は、原則として、当該伐採年度の 定

初日におけるその森林の立木の材積の１０分の３．５を越えず、かつ、 施

その伐採によりその森林に係る樹冠疎密度が１０分の８を下回ったと 業

しても、当該伐採年度の翌伐採年度の初日から起算しておおむね５年 要

後において、その森林の当該樹冠疎密度が１０分の８以上に回復する 件

ことが確実であると認められる範囲の材積とする。 に

植栽については、人工造林に係る森林及び具体的な植栽計画をたて よ

ている森林について、伐採が終了した日を含む伐採年度の翌年度の初 る

日から起算して２年以内に、指定施業要件を定める者が指定する樹種 。

の満１年以上の苗及び本数を均等に分布するように植栽するものとす

る。
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種 類 伐採種 施 業 の 方 法 備

考

土砂流 禁伐 水源かん養保安林の伐採種「禁伐」の項を準用する。 詳

出防備 細

保安林 択伐 水源かん養保安林の伐採種「択伐」の項を準用する。 に

つ

皆伐 水源かん養保安林の伐採種「皆伐」の項を準用する。ただし、「毎 い

年度伐採できる 1 箇所当たりの皆伐面積の限度は、20 ヘクタール」 て

を「毎年度伐採できる１箇所当たりの皆伐面積の限度は、10 ヘクタ は

ール」に読み替えるものとする。 、

土砂崩 禁伐 水源かん養保安林の伐採種「禁伐」の項を準用する。 保

壊防備 安

保安林 択伐 水源かん養保安林の伐採種「択伐」の項を準用する。 林

指

干害防 禁伐 水源かん養保安林の伐採種「禁伐」の項を準用する。 定

備保安 の

林 択伐 水源かん養保安林の伐採種「択伐」の項を準用する。 際

に

皆伐 水源かん養保安林の伐採種「皆伐」の項を準用する。ただし、「毎 定

年度伐採できる 1 箇所当たりの皆伐面積の限度は、20 ヘクタール」 め

を「毎年度伐採できる 1 箇所当たりの皆伐面積の限度は、10 ヘクタ る

ール」に読み替えるものとする。 箇

なだれ 禁伐 水源かん養保安林の伐採種「禁伐」の項を準用する。 所

防止保 別

安林 の

保健保 禁伐 水源かん養保安林の伐採種「禁伐」の項を準用する。 指

安林 定

択伐 水源かん養保安林の伐採種「択伐」の項を準用する。 施

業

皆伐 水源かん養保安林の伐採種「皆伐」の項を準用する。ただし、「毎 要

年度伐採できる 1 箇所当たりの皆伐面積の限度は、20 ヘクタール」 件

を「毎年度伐採できる 1 箇所当たりの皆伐面積の限度は、10 ヘクタ に

ール」に読み替えるものとする。 よ

る

。
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（別表２）国立公園、国定公園及び県立自然公園における特別地域の森林施業

区 分 施 業 の 方 法

特別保護地区 原則として、立木の伐採を禁止し、その他植物の採取も行わないこ

ととする。

第一種特別地域 １ 第一種特別地域内の森林は禁伐とする。ただし、風致維持に支障の

ない場合に限り単木択伐法を行うことができる。

２ 単木択伐法は、次の規定により行う。

(1) 伐期齢は標準伐期齢（市町村森林整備計画で定める標準伐期齢、

以下同じ）に見合う年齢に１０年以上を加えて決定する。

(2) 択伐率は、現在蓄積の１０％以内とする。

第二種特別地域 １ 第二種特別地域の森林施業は、択伐法によるものとする。ただし、

風致維持に支障のない場合に限り、皆伐法によることができる。

２ 国立公園計画に基づく車道、歩道、集団施設地区及び単独施設の周

辺（造林地、要改良林分、薪炭林を除く。）は、原則として単木択伐

法によるものとする。

３ 伐期齢は標準伐期齢に見合う年齢以上とする。

４ 択伐率は用材林においては、現在蓄積の３０％以内とし、薪炭林に

おいては、６０％以内とする。

５ 伐採及び更新に際し、特に風致上必要と認める場合は、自然保護局

長は、伐区、樹種、林型の変更を要望することができる。

６ 特に指定した風致樹については、保育及び保護につとめること。

７ 皆伐法による場合その伐区は次のとおりとする。

(1) １伐区の面積は２ヘクタール以内とする。ただし、疎密度３より

多く保残木を残す場合又は車道、歩道、集団施設地区、単独施設等

の主要公園利用地点から望見されない場合は、伐区面積を増大する

ことができる。

(2) 伐区は更新後５年以上を経過しなければ連続して設定することは

できない。この場合においても、伐区はつとめて分散させなければ

ならない。

第三種特別地域 第三種特別地域内の森林は、全般的な風致の維持を考慮して施業を実

施し、特に施業の制限を受けないものとする。

注１ 本表は、「自然公園区域内における森林の施業について」（昭和 34 年 11 月 2 日 34

林野指第 6417 号 林野庁長官通達）による。
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（別表３）鳥獣保護区特別保護地区の森林施業

１ 伐採の方法を制限しなければ鳥獣の生息、繁殖または安全に支障があると認められ

るものについては、伐採種は択伐とし（その程度が特に著しいと認められるものにつ

いては禁伐）、その他の森林にあっては伐採種を定めない。

２ 本計画の初年度以降５年間に当該計画にかかる特別保護地区内において皆伐できる

面積の限度は、当該特別保護地区内の皆伐区域面積の標準伐期齢（市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢）に相当する数で除して得た面積の５倍とする。

３ 保護施設を設けた樹木および鳥獣の保護繁殖上必要があると認められる特定の樹木

は禁伐とする。

注 本表は、「鳥獣保護区内の森林施業について」（昭和 39 年 1 月 17 日 林野計第 1043

号 林野庁長官通達）による。
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（別表４）その他制限林の森林施業

区 分 施 業 の 方 法 備 考

砂防指定地 以下に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ 詳細は、長野

県知事に協議するものとする。協議に係る行為について 県砂防指定地管

変更をしようとするときも、また同様とする。 理規則（昭和 36

１ 施設又は工作物の新築、改築、増築、移転若しくは 年 3 月 16 日

除却 長野県規則第 4

２ 竹木（枯損竹木及び被圧竹木を含む。）の伐採（間伐、 号）による。

択伐及び枝打ちを含む。）若しくは採取又はその滑下若

しくは地引きによる運搬

３ 開墾、たん水その他土地の原状を変更する行為

４ 土石砂れきの採取若しくは鉱物の採掘又はこれらの

たい積若しくは投棄

５ 砂防設備の占用

６ 樹根その他植物根株の採掘

７ 芝草その他生産物の採取

８ 牛馬その他の畜類の放牧又はけい留

９ 火入れ又はたき火

特別母樹林 禁伐とする。ただし、その指定目的を阻害するおそれ 詳細は、林業種

がないもの(以下１～４)として、農林水産大臣の許可を 苗法の施行につ

受けた場合は、この限りではない。 いて（昭和 45

１ 倒木または枯死木を伐採する場合 年 8 月 31 日

２ 老齢で結実しなくなった樹木を伐採する場合 45 林野造第 887

３ 森林病虫害等が付着している樹木をそのまん延を防 号 農林事務次

止するため伐採する場合 官通達）による。

４ 林齢及び成育状況からみて立木密度が高く、そのた

め結実量低下が顕著な林分について結実の増加を図る

目的で優勢木以外の樹木を伐採する場合

特別史跡名勝 禁伐とする。 詳細は、文化財

天然記念物及 保 護 法等 によ

び史跡名勝天 る。

然記念物


